
介護保険の要介護認定やサービス
高齢者福祉サービス（靴ステッカーなど）
障がい福祉サービス、障害者手帳等
医療費助成（若年性認知症）

障害年金（若年性認知症）

成年後見制度

消費生活相談

高齢介護課 介護認定係
高齢介護課 介護保険係
福祉課 障がい支援係
福祉課 障がい支援係（相談）
三条年金事務所
※要予約

市民総合窓口（国民年金のみ）

地域包括支援センター

成年後見支援センター

市民総合窓口
　（市民・消費生活相談）

8:30～
17:15

8:30～
17:30

9:00～
16:30

9:00～
17:00
9:00～
16:30

34－5475
34－5476
34－5408
34－5408

32－2820

34－5540

上記参照

47－4787

34－5553

※年金加入状況により窓口が異なります。
　まずはご相談ください。

三条市認知症ガイドブック（認知症ケアパス）　令和8年4月改訂

発行：三条市

月～土曜日   8:30～12:30
月・木曜日 15:00～18:30
火・金曜日 15:00～17:30

市役所等各種相談窓口

※いずれも年末年始、祝日を除く。

※いずれも年末年始、祝日を除く。



◆集いの場（ふれあい・いきいきサロン、
　さんちゃん健康サークルなど）
◆認知症本人の集い

◆ボランティア、活動の場の相談　
　地域包括支援センター

◆認知症高齢者等靴ステッカー見守り事業
◆認知症高齢者等個人賠償責任保険

◆認知症カフェ、家族介護支援事業（介護者向け講座）



◆集いの場（ふれあい・いきいきサロン、
　さんちゃん健康サークルなど）
◆認知症本人の集い

◆ボランティア、活動の場の相談　
　地域包括支援センター

◆認知症高齢者等靴ステッカー見守り事業
◆認知症高齢者等個人賠償責任保険

◆認知症カフェ、家族介護支援事業（介護者向け講座）

認知症とは、何らかの原因で脳の細胞にダメージを受け、記憶障がいなどにより生
活に支障が出ている状態のことを言います。高齢になるほど誰にでも起こる可能性
があります。

以前と比べて頻度が増えたかどうかが重要です。
に気と」？もか症知認てしとっょひ「、ずけつめ決と」いせの歳「」格性「

留めてみましょう。
50歳代など若い方も発症する場合があります。気になったら相談しましょう。

これっ
て認知症？

認知症簡易チェック https://fishbowlindex.net/sanjo/

◆携帯電話・スマートフォン
　二次元コード



大野畑6－86－7
特別養護老人ホーム長和園内

荻堀830－1　
市役所下田庁舎内

連絡先　認知症疾患医療センター　川瀬神経内科クリニック　☎33-9070

電話（裏表紙参照）

市役所福祉課にお問
い合わせください。

下記相談窓口へ早めに相談しましょう。



大野畑6－86－7
特別養護老人ホーム長和園内

荻堀830－1　
市役所下田庁舎内

連絡先　認知症疾患医療センター　川瀬神経内科クリニック　☎33-9070

電話（裏表紙参照）

市役所福祉課にお問
い合わせください。

下記相談窓口へ早めに相談しましょう。

情報を早めに得られます。



ご相談ください。

　まずはかかりつけ医を受診しましょう。かかりつけ医がいない場合や、専門的な検査を希
望する場合は、精神科、神経内科、認知症疾患医療センターなどの専門医療機関を受診しま
しょう。
　専門医療機関では、問診、認知機能検査、MRI、脳血流検査などにより、認知症かどうか、認
知症のタイプ（原因となる病気）の診断をします。また、必要な投薬治療、対応の助言なども
行います。

　かかりつけ医から本人に話をしてもらう、家族だけで受診するなどの方法が考えられます。
　また、どのように受診させたらよいか、認知症疾患医療センターに相談できます。
　本人に自覚がある場合は、早く受診することのメリットや、不安の解消につながることなど
を伝えましょう。

大島病院
三条東病院
川瀬神経内科クリニック
三之町病院  ※

済生会新潟県央基幹病院  ※

燕三条すごろ脳脊髄クリニック

精神科
もの忘れ外来
神経内科
脳神経内科
脳神経内科
脳神経外科

大島5103
北入蔵2-17-27
東本成寺20-8
本町5-2-30
上須頃5001番地１
上須頃1525

34－1551
38－1133
33－9070
33－0581
47－4700
47－4811

※かかりつけ医からの紹介状が必要です。
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三条駅

東三条駅

東光寺駅

燕三条駅

上越新幹線

下田庁舎

栄庁舎石上大橋

三条市役所

総合福祉
センター

弥彦線

信越本線

信濃川

五十嵐川

かじまちの家

渡瀬橋

昭栄大橋

至燕市

至新潟市

至見附市

北三条駅

中央公民館

三条東公民館

こころ茶屋
（老人福祉施設こころつくし）

＜地図No.⑥＞

なじらね
（つつじガーデン三条、アザレア三条）

＜地図No.⑤＞

かじまちオレンジカフェ
＜地図No.②＞

403
289

8

保内駅

認知症カフェ（オレンジカフェ）とは
　認知症の方が自分らしく、住み慣れた地域で暮
らし続けることができるように、認知症の方、家
族、地域の方が集い「ともに活動を楽しむ」「介
護について情報交換しあう」「認知症について学
ぶ、理解を深める」場です。
　認知症の知識を持つ専門家がおり、どなたでも
参加できます。

おひさま喫茶
＜地図No.①＞

下田公民館

ソレイユ三条

なでしこｵﾚﾝｼﾞｶﾌｪ
＜地図No.③＞

清流大橋

GoGoカフェ
（本成寺安心住宅かえるハウス）

＜地図No.④＞

にこにこカフェ
（認知症予防カフェにこにこ）

＜地図No.⑦＞

ｵﾚﾝｼﾞｶﾌｪde三条社協
（○彦cafe）

＜地図No.⑨＞

旧荒沢小学校

ものカフェ
＜地図No.⑩＞

三条ものづくり学校

介護家族のつどい
＜地図No.⑪＞

ｵﾚﾝｼﾞｶﾌｪde三条社協
＜地図No.⑨＞

おひさま喫茶
＜地図No.①＞

かじまちｵﾚﾝｼﾞｶﾌｪ
＜地図No.②＞

なでしこｵﾚﾝｼﾞｶﾌｪ
＜地図No.③＞

GoGoカフェ
＜地図No.④＞

なじらね
＜地図No.⑤＞

こころ茶屋
＜地図No.⑥＞

にこにこカフェ
＜地図No.⑦＞

カフェ花みずき
＜地図No.⑧＞

会場地図
※開催日によって会場が変更となる場合がありますので、広報さんじょう、市
　 ホームページ又は電話で御確認ください。

令和７年10月発行　

三条市デマンド交通「ひめさゆり」とは

市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

介護家族のつどい
＜地図No.⑪＞

三条市 高齢介護課　 0256-34-5472発行
問合せ

ものカフェ
＜地図No.⑩＞

　タクシー車両を利用した公共交通です。
　予約に応じて三条市内全域に設置されている
停留所間を運行します。
　詳しい利用方法はこちらを参照　⇒　⇒　⇒

No.
停留所名称

このマークは、三条市
デマンド交通「ひめさゆ
り」の停留所です。

  カフェ花みずき
＜地図No.⑧＞

　ふれあい・いきいきサロン、さんちゃん健康サークルなど、各地域に集いの場があります。
お近くの集いの場については、地域包括支援センターにお問い合わせください。　

　認知症の人が、気兼ねなく発言でき、居心地がよく、やりたいことを実現したり、楽しんだりでき
る場として、認知症の本人の集いを開催しています。地域包括支援センターにご相談ください。

認知症本人の集い

ご覧ください。

認知症と付き合いながら暮らす



　働き盛りの年代（65歳未満）で発症したときは、若年性認知症支援コーディネーターにご
相談ください。若年性認知症支援コーディネーターは、県が認知症疾患医療センターに配置
し、本人、家族の悩みを聞き、仕事に関する相談窓口と連携し、配置転換や、周囲に配慮して
いただきたいことなど、勤務先との相談調整の支援を行います。
　休職、退職しなければいけない場合の手当や給付、医療費の助成や障害年金など、利用で
きる制度や手続きの仕方なども紹介します。
➡若年性認知症支援コーディネーター（川瀬神経内科クリニック内）　☎33-9070

　デマンド交通を市街地エリア内で利用したときや、それ以外のエリアで
2人以上で利用するときに料金が割引されるほか、協賛店で特典を受けら
れるカードです。運転免許証を返納された方は、パス発行代金 年1,000円
が返納した年に限り無料になります。 

認知症と付き合いながら暮らす

本人が得意なことを生かせる場を探すお手伝いをします。

ります。「認知症のおそれがある」と判定された場合は医師の診断が必要となり、「認知症」と診断さ
れた場合は、免許取消しとなります。



　働き盛りの年代（65歳未満）で発症したときは、若年性認知症支援コーディネーターにご
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　デマンド交通を市街地エリア内で利用したときや、それ以外のエリアで
2人以上で利用するときに料金が割引されるほか、協賛店で特典を受けら
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ります。「認知症のおそれがある」と判定された場合は医師の診断が必要となり、「認知症」と診断さ
れた場合は、免許取消しとなります。

介護保険の要介護・要支援認定の流れ



にお問い合わせください。

　自宅で調理や掃除、買い物などの生活援助の他、排せつや入浴などの必要な介護が
受けられます。

　認知症の方は、薬が指示どおり飲めなかったり、体調が悪くても伝えられなかった
りすることがあるため、薬や持病の管理はとても重要です。



にお問い合わせください。

　自宅で調理や掃除、買い物などの生活援助の他、排せつや入浴などの必要な介護が
受けられます。

　認知症の方は、薬が指示どおり飲めなかったり、体調が悪くても伝えられなかった
りすることがあるため、薬や持病の管理はとても重要です。

● 認知症高齢者等個人賠償責任保険
　認知症等の方が起こした偶然の事故によって法律上の損害賠償が発生した際、その
損害賠償額を補償する保険への加入を支援します。（保険加入料は市が全額負担）
市役所高齢介護課　介護保険係　☎34-5476　

行方が分からなくなった時に備えて、申請により個人を特定する

万が一、行方が分からなくなった時は、警察に相談しましょう。

ことができる番号が記入された靴ステッカーを無料で配布します。
　また、本人の写真や家族の連絡先などをあらかじめ登録し、市
役所、警察、消防署、地域包括支援センターが保管し、いざという
とき早期発見に役立てます。 靴のかかとに付番し

た蛍光色の反射ス
テッカーを貼付け

りと合わせて、ごみ出し等の簡単な支援を行える場合もありますのでご相談ください。



市役所　市民総合窓口　☎34-5553

地域包括支援センター（P4、裏表紙参照）
成年後見支援センター　☎47-4787



市役所　市民総合窓口　☎34-5553

地域包括支援センター（P4、裏表紙参照）
成年後見支援センター　☎47-4787

　認知症の方や家族同士の交流等のほか、認知症について学ぶ講座も実施しています。
　認知症の症状への対応の仕方などの相談もできます。「さんじょうオレンジカフェマッ
プ」をご覧ください。（P7参照）
家族介護支援事業（介護者向け講座）

介護の悩み・介護の仕方

まずは見守る
余裕を持って対応する
声を掛けるときは一人で
後ろから声を掛けない
相手の目線に合わせて優しい口調で
穏やかに、はっきりとした滑舌で
相手の言葉に耳を傾けてゆっくりと



 

 

 
 

★わたしの家系図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたし 

父 母 

兄弟姉妹 

 

子ども 

孫・ひ孫 

配偶者 

名前           性別     種類                

かかりつけの獣医                            

気を付けてほしいこと                        １ 

ペット 

‐４‐ 

――- 

記入日:   年   月   日 

７ サポートが必要になったとき   

 

 

 

生活の支援を

頼みたい人 

□ 特にいない 

□ 家族・親族にしてほしい 

（氏名：         続柄：       ） 

□ ヘルパー等のサービス事業者に依頼したい 

□ その他

（                      ） 

介護の希望 

□ 自宅で家族に介護してほしい 

（氏名：         続柄：       ） 

□ 自宅でヘルパー等のプロに手伝ってもらいながら家族

に介護してほしい 

□ 介護施設等に入りたい 

（希望する施設名：              ） 

□ 家族・親族の判断に任せる 

□ その他 

（                      ） 

暮らしたい 

場 所 

□ なるべく自宅で暮らしたい 

□ 家族の家で暮らしたい 

  （氏名：         続柄：       ） 

□ 介護施設等に入りたい 

（希望する施設名：              ） 

□ 家族・親族の判断に任せる 

□ その他

（                      ） 

介護にかかる 

費 用 

□ 自分の年金で支払える範囲で介護をお願いしたい 

□ 年金で不足する場合は、預貯金を使っても構わない 

□ 年金で不足する場合は、 

  （                      ） 

□ 家族・親族の判断に任せる 

□ その他（                   ） 

 

もし、判断能力が低下したり、病気や認知症などで意思表示が難しくなっ

た場合、どんな風に暮らしたいですか。 

‐８‐ 

――- 

記入日:   年   月   日 

財産の管理を 

頼みたい人

□ 特にいない 

□ 家族・親族に頼みたい 

（氏名：         続柄：       ） 

□ 任意後見人を頼んである 

氏名：                    

電話番号：（    ）  －          

□ 成年後見人の手続きをしてほしい 

□ その他 

（                      ）

その他の希望 

 

 

 

 

 

～知っておいて損はない話～ 「成年後見制度」 

「成年後見制度」とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断

能力が不十分な方々の権利を守り、安心した生活を送ることができるように

するための制度です。 

「成年後見制度」には、本人の判断能力が低下してから家庭裁判所が成年

後見人を決める「法定後見制度」と、元気なうちにあらかじめ本人が後見人

を決めておき、本人の思いに沿った財産管理や介護をしてもらうことができ

る「任意後見制度」があり、それぞれ手続きが異なります。 

‐９‐ 

――- 
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ペット 

‐４‐ 

――- 

記入日:   年   月   日 

７ サポートが必要になったとき   

 

 

 

生活の支援を

頼みたい人 

□ 特にいない 

□ 家族・親族にしてほしい 

（氏名：         続柄：       ） 

□ ヘルパー等のサービス事業者に依頼したい 

□ その他

（                      ） 

介護の希望 

□ 自宅で家族に介護してほしい 

（氏名：         続柄：       ） 

□ 自宅でヘルパー等のプロに手伝ってもらいながら家族

に介護してほしい 

□ 介護施設等に入りたい 

（希望する施設名：              ） 

□ 家族・親族の判断に任せる 

□ その他 

（                      ） 

暮らしたい 

場 所 

□ なるべく自宅で暮らしたい 

□ 家族の家で暮らしたい 

  （氏名：         続柄：       ） 

□ 介護施設等に入りたい 

（希望する施設名：              ） 

□ 家族・親族の判断に任せる 

□ その他

（                      ） 

介護にかかる 

費 用 

□ 自分の年金で支払える範囲で介護をお願いしたい 

□ 年金で不足する場合は、預貯金を使っても構わない 

□ 年金で不足する場合は、 

  （                      ） 

□ 家族・親族の判断に任せる 

□ その他（                   ） 

 

もし、判断能力が低下したり、病気や認知症などで意思表示が難しくなっ

た場合、どんな風に暮らしたいですか。 

‐８‐ 

――- 

記入日:   年   月   日 

財産の管理を 

頼みたい人

□ 特にいない 

□ 家族・親族に頼みたい 

（氏名：         続柄：       ） 

□ 任意後見人を頼んである 

氏名：                    

電話番号：（    ）  －          

□ 成年後見人の手続きをしてほしい 

□ その他 

（                      ）

その他の希望 

 

 

 

 

 

～知っておいて損はない話～ 「成年後見制度」 

「成年後見制度」とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断

能力が不十分な方々の権利を守り、安心した生活を送ることができるように

するための制度です。 

「成年後見制度」には、本人の判断能力が低下してから家庭裁判所が成年

後見人を決める「法定後見制度」と、元気なうちにあらかじめ本人が後見人

を決めておき、本人の思いに沿った財産管理や介護をしてもらうことができ

る「任意後見制度」があり、それぞれ手続きが異なります。 

‐９‐ 

――- 

特殊なたんぱく質が
脳にたまり、脳細胞が
少しずつ死んで脳が
縮んでしまう

手足の震え、すり足歩行など
動きがぎこちない
（パーキンソン症状）



介護保険の要介護認定やサービス
高齢者福祉サービス（靴ステッカーなど）
障がい福祉サービス、障害者手帳等
医療費助成（若年性認知症）

障害年金（若年性認知症）

成年後見制度

消費生活相談

高齢介護課 介護認定係
高齢介護課 介護保険係
福祉課 障がい支援係
福祉課 障がい支援係（相談）
三条年金事務所
※要予約

市民総合窓口（国民年金のみ）

地域包括支援センター

成年後見支援センター

市民総合窓口
　（市民・消費生活相談）

8:30～
17:15

8:30～
17:30

9:00～
16:30

9:00～
17:00
9:00～
16:30

34－5475
34－5476
34－5408
34－5408

32－2820

34－5540

上記参照

47－4787

34－5553

※年金加入状況により窓口が異なります。
　まずはご相談ください。

三条市認知症ガイドブック（認知症ケアパス）　令和8年4月改訂

発行：三条市

月～土曜日   8:30～12:30
月・木曜日 15:00～18:30
火・金曜日 15:00～17:30

市役所等各種相談窓口

※いずれも年末年始、祝日を除く。

※いずれも年末年始、祝日を除く。


